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〈論 説〉

基本給 と歩合給の混合 による賃金契約 と,

エージェン トのナイ ト流不確実性

玉 井 義 浩*

1序

長期不況 の影響で,日 本の企業の中には,そ れ までの賃金体系 を見直 し,成 果連動型の変動給

への移行 を検討す る企業が見 られる。変動給を用いる事 の経済学的根拠の一つは,非 対称情報下

のプ リンシパ ル ・エージェン ト問題 に求めることがで きる。す なわち,プ リンシパ ル(依 頼者)

対 工一 ジェ ン ト(代 理者)の 関係(株 主 対 経営者,雇 用者 対 被雇用者,依 頼人 対 弁護士な

ど)に 於 いて,依 頼者が代理者の業務執行態度(努 力水準)を 把握で きない(努 力が代理者の私的情

報である)場 合,代 理者の側 に依頼者の 目を盗 んで怠 けるイ ンセ ンテ ィヴが発生 しうるという,

いわゆるモ ラルハザー ドの問題が存在す る。 この代理者のモラルハザー ドを極力 阻止 し,代 理者

の努力提供のイ ンセ ンテ ィヴを高めるためには,怠 ける事 の代理者 にとっての機会費用及び努力

を追加する事 の限界便益 を高める必要があ り,そ のためには報酬 を明白に観察可能 な成果に連動

させ る必要がある,と い うのである。

しか し,成 果連動型の変動給が代理者のイ ンセ ンテ ィヴを高めるのは,代 理者 にとって,努 力

す る事 によって より高い成果が上が る見込みがあるか らであって,そ のためには,努 力の結果 と

しての成果がある程度客観的に評価可能であること,及 び,努 力水準 を高めればよ り良い成果が

上がる とい う見込みがある程度あること,が 前提 となる事が容易 に推察で きる。

事実,成 果の評価 について依頼者 と代理者 の問で仮に争いが無い場合であっても,非 対称情報

下で成果連動型の変動給 によってパ レー ト効率性が達成 され るのは,代 理者の努力 と成果の間の

関係 に全 く不確 実性がない(こ れだけ頑張ればこれだけの成果が上がるということが予め確実にわかって

いる)場 合か,そ の関係が不確 実であって も依頼者 ・代理者双方が リス ク申立的であ る場合,の

ように,極 めて限定的な場合 に過 ぎない(前 者の場合は,依 頼者 ・代理者の共同利得を最大化するよう

な努力水準(そ のような努力水準がどのようなものかは,予 め確実にわかっている)を 代理者が自発的に選ぶ

ように,代 理者の期待効用がその努力水準で最大となるように報酬体系(イ ンセンティヴ・スキーム〉を作る

ことが可能であるし,後 者の場合は,例 えば依頼者が予め一定額の分け前を取 り,残 余の成果を全て代理者が

取るような契約(リ ーズ ・ホールド契約)に よって,代 理者の私的利害と依頼者 ・代理者双方の共同利害を一
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致させることができる)。

これ に対 し,代 理 者 の努 力水 準 を依 頼者 が把 握 で きず,成 果が 努力 だ けで な く運 ・不 運 の確 率

的要 素 に左 右 され る場合 で,代 理 者が リス ク回避 的 な選好 を もって い る場 合 には,一 般 に,変 動

給 に よって代 理者 の イ ンセ ンテ ィヴが 高 まる一 方,リ ス ク回避 的 な代 理者 の期 待 効用 は下が って

しま う とい う トレー ド ・オ フが 生 じるため に,変 動 給 はあ くまで次 善 均衡 で あ る。 また,そ の変

動 給 が 成果 連 動 型 の変 動 給(よ り高い成果に高い報酬を払 う形の変動給)と なる の は,努 力 す れ ば高

い成果 が上 が る蓋 然性 が 高 まる と,あ る程 度 明確 に代 理 者 が認 識 してい る場合 に限 られ る。

この よ うに,プ リンシパ ル ・エ ー ジ ェ ン ト問題(エ ージェンシー問題)に つ いて は,解 の存 在 の

保 証,ま た,解 が 成 果連動 型 の変 動給 とな る(イ ンセンティヴ ・スキーム(報 酬額 と成果の関係)が 成

果の単調(弱)増 加関数 となる),い ず れの た め に も,努 力 と成 果 の 間 の確 率 的 関係 が 諸仮 定 を満 た

して い る必 要 が あ る。特 に,イ ンセ ンテ ィヴ ・スキ ー ムの単 調性 につ いて は,確 率 分布 が単 調 尤

度比 条件(MonotoneLikelihoodRatioCondition:MLRC)を 満 た し,よ り高 い 努力 が高 い成 果 の確 率 を

増す,と い う見 込 みが仮 定 され てい る必要 が あ る(GrossmanandHart(1983))。

また,Mirelees(1975)以 来指 摘 さ れ て い る とお り,次 善 の最 適 解 が存 在 す る と して も,1階

条件 か ら接 近 した解 が 必ず しも最 適解 で あ る とい う保 証 は無 い。 そ こで,エ ー ジ ェ ンシー 問題 を

1階 条 件 で解 く場合 に は,確 率分 布 につ い ては 更 に強 い仮 定(累 積分布の凸性条件:ConvexDistribu-

lionFunctionCondition:CDFC)あ る い は,そ れ に準 じた仮 定 が 成 立 して い る必 要 が あ る(Rogerson

(1985),Jewitt(1988))o

この よ うな技 術 的 問題 に加 え,よ り根 本 的 な問題 と して,従 来 のエ ー ジ ェ ンシー 問題 が扱 っ て

い る 「不確 実性 」 の捉 え方,に 関す る問 題が あ る。確 か に従 来 の エ0ジ ェ ンシー 問題 の殆 ん ど

は,「 努力 して も高 い 成 果 が 実 現 す る とは必 ず しも保 証 され ない」 とい う意 味 で の不 確 実 性 を

扱 って はい る。 しか し,そ こで は成 果 の実現 値 は 「不 確 実」 とは い え,努 力 と成 果の 間 の撹 乱 的

な要 因 の(主 観的)確 率 分 布 は依 頼 者 ・代 理 人双 方 と もわ か って い る,と い う形 で定 式化 が 行 な

わ れ て い る。 こ の よ うな 「不 確 実 性」 は,FrankKnight(1921)の 用 語 法 に従 え ば,厳 密 に は

「リス ク」 と 呼 ば れ る も の で あ り,確 率 分 布 が わ か ら な い 状 況,と い う意 味 で の 不 確 実 性

(Knightianuncertainty>と は 異 な る。 そ して,「 リ ス ク」 に よ る 不 確 実 性 の 定 式 化 は,Savage

(1g54)に よる公理 化 以来,経 済 学 のあ らゆる モデ ル化 に応用 され て きた もの であ る。

しか し,Savage,及 びそ の基 に な っ て い るvonNeumann-Morgenstem(vNM)の 期 待 効 用 理

論 につ いて は,そ の 問題点 につ いて も比較 的 早 い段 階か ら指摘 され て きた。 す な わ ち,一 般 にあ

りそ うな,人 々の不 確 実性 回避 的 な選 好順 序(分 布が予めわかっている くじを,わ か らない くじよりも

好 む)を,vNMの 期待 効 用理 論 で は説 明で きない(Ellsberg・sParadox)。

そ こで,経 済主 体 が,確 率 分布 その もの が よ くわか らな い とい う意 味 で の不 確 実 性(ナ イ ト流

不確実性)に 直 面 して い る場 合 に,不 確 実 性 が 存在 しない場 合 に均 衡 と なる成 果 連動 型 の変 動給

が,妥 当な イ ンセ ンテ ィヴ ・ス キー ム とな る保 証 は無 い。 現 実 に も,純 然 た る成 果 連動 型 の変動
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給(歩 合給)を 採 る労働現場 は稀 で,多 くは基本給 と歩合給 の混合 に依っている。 日本の多 くの

労働現場で,賞 与が景気変動 に応 じて変化する変動給的側面を もっていたと解釈することも可能

であるし,成 果の客観的把握 の比較的容易な保険の販売員の給与です ら,基 本給 と歩合給の組み

合せ によっている。 この ように実際の賃金支払いは,多 分 に下方に硬直的(あ る程度低い成果に関

しては,成 果の多寡によらず固定給が支払われる)な 構造 を取 ることが多 い。

本稿 は,純 然たる変動給が次善均衡 となるような,通 常のエー ジェ ンシー問題(努 力と成果の間

の確率的関係に関し単調尤度比条件が成立している)に,ご くわずかに労働者 の側のナイ ト流不確実性

が加わっただけで,固 定給(基 本給)と 変動給(歩 合給)の 組み合せが次善均衡 として得 られる,

とい う事 を明 らかにす る。つ ま り,現 実 に多 く観察 され る固定給 と変動 給 を混合 した賃金契約

が,労 働者の側がナイ ト流不確実性 に直面 している場合のエージェンシー問題の解 として,自 然

に導かれる,と い う事 を示す。

近年,ナ イ ト流不確実性 に直面する経済主体 の選好順序 の公理化が様 々な形で実現 している。

代 表 的 な も の に,GilboaandSchmeidler(1989)のMaximin期 待 効 用,Schmeidler(1g8g)の

Choquet期 待効用 による表現があ る。前者 は,vNMの ような単一の確 率分布 に基づ く期待効用

ではな く,複 数の確率測度の集合か ら経済主体 にとって最悪 の事態 をもた らす ような測度 を用 い

た期待効用,後 者 は非加法 的測 度(確 率測度の満たす性質のうち,加 法性のみ緩めたもの)を 用 いた

Choquet積 分 を用い た期待効 用で表現 され る。また,Schmeidlerの 特 殊例 と して,Nishimura

andOzaki(2002,2003)及 びKojima(2004)に よって公理 が与 え られた ε一contamina廿onと 呼ばれ る

確率測度の集合 を用いたMaximin期 待効用 による表現がある。

これ らの公 理化 を受 け,ナ イ ト流不確 実性 の下 でのエ ー ジ ェ ンシー 問題 を扱 った研 究 に

Ghirardato(1994)が ある。 これは単一の依頼者 と単一 の代理者 とが得 られた成果 を どの ように

分 け るか を分析 した ものであ るが,依 頼者 ・代理 者双方 とも同一 の非加 法的確率 測度 に よる

Choquet積 分で利得 を評価 する(依 頼者 ・代理者双方が同程度の不確実性に直面している)と いう定式

化 である。そ して,興 味深い数値例 として,イ ンセ ンティヴ ・スキームが成果 と 「負の相関」 を

する例が示 されている。

一方
,本 稿で扱 うエージェンシー問題はGhirardato(1994)と 基本設定が同様 である もの の,

ナイ ト流不確実性 の定式化が異 なる。不確実性 に直面 しているのは代理者のみ という非対称 的な

状況で,代 理者が利得 を確率測 度の集合 ε一contaminationを 用いたMaximin期 待効用 で評価す る

場合 を分析 している。得 られた主要な結論 は以下の とお りである。代理者がナイ ト流の不確実性

に直面 している場合,最 適 なイ ンセ ンテ ィヴ ・スキームは,固 定給 と変動給の組み合わせ,す な

わち,比 較的低 い成果については成果の多寡 に関わ らず固定給 を支払 い,あ る成果 を超 える成果

を上 げた場合 については,そ の多寡に連動 した変動給 を支払 う,と い う形のものになる。その固

定給の対象 となる成果の範囲は,代 理者の直面する不確実性が大 きいほ ど大 き くなる。 しか し,

固定給の範囲が大 きくなるにつれ,代 理者の側のモ ラル ・ハザー ドの問題が深刻 となるため,代
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理者へ実行 させ ることの出来る努力水準 は低下する。

本稿 の以下 の構 成 は次 の とお りであ る。 まず 第2節 で,本 稿 で用 い る,確 率 測度 の集合 ε一

contaminationを 用 いたナイ ト流不確 実性 の定式化 を概説 した後,第3節 で主要モデル と命題 を

述べ る。第4節 に於いて不確実性の度合 いと固定給 ・変動給 の組み合 わせの関係についての比較

静学 を紹介 し,第5節 で結論 を述べ る。

2ε 一ContaminationMaximinExpectedUtilityに よ る ナ イ ト流 不確 実 性 の 定 式 化

ナ イ ト流 不確 実 性 の 定 式化 ・公 理 化 に は,vonNeumann-Morgenstem型 の期 待 効用 理 論 を確

率 ア ク ト(Lo廿elyAct)問 の 選 好 順 序 に 引 き直 したAnscombe,Aumann型(A,A型)期 待 効 用 理論

の 公理 を,ナ イ ト流不 確 実 性 の含 意 に沿 って緩 め,期 待 効 用 関 数 に 於 け る積 分 をChoquet積 分

に置 き換 えたSchmeidler(198g)の 表 現 定理 や,複 数 の確 率 測度 の集 合 につ い て のMaximin期 待

効用 を用 いたGilboa-Schmeidler(198g)の 表現 定理 が あ る。

Anscombe-Aumann型 期 待 効 用 理論 は,賞 品集 合X上 の すべ て の確 率 分布 の集 合 をYと す る

と き,状 態 空 間(S,Σ 〉(sは 状態の集合,Σ はその部分集合(事 象)の 代数)か らYへ の Σ一可 測 関f

(S)(確 率アク ト:LotteryAct)同 士 の選 好 順序 を扱 う。特 に確 率 ア ク トの うち,そ の値 域 が γ の有

限部 分集合 であ る よう な確 率 ア ク ト(単 純な確率アク ト:SimpleLotteryAct・ その集合 をLoと お く)間

の選好 順序 を扱 う。

AnscombeandAumann(1963)は 動 上 の選 好 順 序 が,確 率 ア ク トの,(S ,Σ)上 の加 法 的確 率

測 度 に よる期 待効 用 関数 の 大小 関係 で 一 意 に定 ま る場 合 につ い て の 公 理化 を行 な った。 す なわ

ち,Lo上 の二 頂 関係 〉 が 順序 性 ・独 立 性 ・連続 性 ・単 調 性 ・非 退化 性 を満 た す と きか つ そ の と

きに限 り,一 意 に定 まる(S,Σ 〉上の確 率 測 度 μ と正 の ア フ ィ ン変 換 を除 い て一 意 に定 ま る γ 上

の アフ ィ ン関数uが 存 在 し,ノ,9∈1.(}に 関 し,

f>9⇔fu(f
s(・))4μ(・)〉 か(9(・))4μ(S) (1)

となることを示 した。

しか しなが ら,こ の期待効用 によって表 される 恥 上の選好順序が満たすべ き公理の うち,「 独

立性の公理」 はかな り限定的な制約である。すなわちこの公理は,任 意のf,g,h∈Loに ついて

f>9⇒ ゼ+(1一 λ)h>λ ρ+(1一 λ地

(λ∈(0,1])

と な る こ と を要 請 す る もの で あ るが,こ れ は 劫 上 の い か な る確 率 ア ク トhと の 混 合 に よ っ て

も,fと9の 問の選 好順 序 が影響 を受 け ない,と い うこ とを要 請す る,相 当 に きつ い 条件 で あ る。

Clloqllet期 待 効 用(CEU)に よ る表 現 これ に対 しSchmeidler(1989)は,.,の 公 理 群 の うち

の独 立性 の公 理 を,互 い に共 単 調 的1な 確 率 アク トの任 意 の(f,9,h)に つ いて だ け独 立 性 が満 た
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され て いれ ば よい とい う,緩 い公 理 に置 き換 え た公 理群 を満 たすLo上 の 選好順 序 が,Anscombe

andAumannに 於 ける加 法 的確 率 測度 μ を,よ り一般 的 な 「非 加 法 的測 度 」レ に置 き換 えた場 合

のChoquet期 待 効 用(Ellsbergの パラ ドックスに於ける選好順序 をも自然に記述できる)で 表 現 で きる

こ とを示 した。 す な わち

∫>9⇔fuCf
s(・)跳)>fus(9(・)剛 ・)

(2)

こ こ で非 加 法 的 測 度 と は,通 常 の加 法 的 確 率 測 度 の 満 た す 単 調 性 等 の 性 質(A⊇B⇒ レ(A)≧

レ(B),v(S)=1,v(φ)ニ0)は 満 たす もの の,加 法 性(v(・4uB)=レ(A)+レ(B)-v(A∩B)が 必 ず

しも成 立 しな い よ うな集合 関v:Σ →Rを い う。

特 に,レ(AuB)≧ ン(A)+レ(B)一 レ(A∩B)と な る と き,レ は 凸 で あ る,と い う。 このUは,

「Aま た はBで あ る]と い う大雑 把 な情 報 はわか っ てい るの だがAとBの 確 率 の精 緻 な内訳 まで

はわ か らない」 とい うナ イ ト流不 確実 性 に直 面 した経 済 主体 の選 好 順序 を記述 す るの に適 合 的 な

の で は ないか,と 直観 的 に推 測 で きる。

実 際,Choquet期 待効 用(CEU)に 於 け る非 加 法 的測 度 が 凸 で あ る場 合 には,Schmeidlerの 公

理 を満 た すLo上 の 選 好 順 序 は,不 確 実 回 避 性(ofg,h∈L・,∀ α∈[0,1],!>g⇒of+(1一 α)9}9)

を満 たす事 が 知 られて い る。

Maximin期 待 効 用 によ る表 現 これ に対 し,GilboaandSchmeidler(1g8g)はAnscombe,Aumann

の公 理 群 の うちの独 立性 の公 理 を,constantact(確 率 アク トのうち,状 態Sが 何であろうともY上 の

ある一つの確率分布がその値域であるアク ト)と の混 合 に 関 しての み の独 立 性 とい う,よ り緩 や か な

公 理 に代 え,加 えて不確 実性 回避 の 公理(慨g∈L。,∀ α∈[0,1]f"'9⇒of+(1一 α)g>ガ を加 え た公 理

群 を満 たす 動 上 の選好 順序 が,以 下 の よ うな,複 数 の確 率 測 度 の集 合 につ い て のMa)dminの 期

待 効 用(MMEU)で 一意 に表 現 され る事 を示 した。 す な わ ち,

f>9

⇔

min{」u(f
s(・))㈱ ρ∈C}>min{fus(9(・))dp(・)1ρ ∈C}

(3)

ここでCはS上 の加法的確率測度の非空 閉凸集合 で,uはY上 の アフィン関数であ り,そ れぞ

れ選好順序 に応 じて,一 意 に(uは 正のアフィン変換を除いて一意に)定 まる。cがs上 の単一 の確

率測度か らなる場合 は,こ の表現 はAnscombe-Aumann型 期待効用 となる。一・方,集 合Cが 複

数の確率測度か ら成る場合 は,こ のMMEUは,経 済主体が単一・の確率測度 に依拠 で きず,複 数

の確率測度の"束"に よって最悪の事態 を念頭に置 きつつ,慎 重 に利得 を評価する場合 に相 当す

'f9に つ い て いか な る状 態 の組(S
,t)に つ い て もf{s)>f(t)か つg(t)>9(S)と は な らな い 場 合 を,rfとgは 互 い に共

単 調 的 で あ る」 と い う。



164商 経 論 叢 第40巻 第2号(2004.12)

る。 この測 度 の"束"が よ り多 くの測 度 に よって構 成 され るほ ど,経 済 主体 は ナ イ ト流 の意 味 で

の よ り大 きな不 確 実性 に直 面 してい る,と 考 え られ る。

前 出のSchmeidler型 のCEUは,非 加 法 的 測 度 レが 凸 の場 合,MMEUに お い てC=core(レ)と

お いた場合 に相 当す る。

ε一co血tam血ationに よ るCの 特 定化 した が っ て,ナ イ ト流不 確 実 性 の特 性 は,測 度 の 束Cを

どの よ うに特 定化 す るか に よっ て特徴 付 け られ る。 こ こで はCの 特 定 化 と して以 下 の よ うな も

の を考 え る。す な わ ち,(s,Σ)上 のす べ ての加 法 的確 率 測 度 の集 合 を%と 表 す こ とにす る と,

任 意 の μ∈財 につ い ての集 合"μ の ε一contamination:{μ}ε"を 以下 の ように定 義す る。

{μ}ε≡{(1一 ε)μ 十 εβ1ρ ∈9匠}

つ ま り(S,Σ)上 の測度が(1一 ε)の 度合 いで μ,残 りの εの度合 いで%の 任意の要素 との混合

となってい る,μ に近いが εの度合いで μ と少 しずつ異なる,と い う測度か ら成 る束である。

Cを この{μ}εに特定化する と,MMEUは

(・一ε)か σ(・))4μ(・)+・minu(f
SES(・))

(4)

とな る。つ ま り(1一 ε)の 度合 い で経 済 主体 は..型 の期 待 効 用 と同様 の利 得 の評 価 を行 な う

もの の,ε の 度合 い で,真 の確 率 分布 が わ か らず,そ の部 分 につ い ては最 悪 の利 得 を もた らす事

象 が確 率1で 生 じる よ うな測 度 を想定 し,利 得 を慎 重 に評 価 す る よ うに な る,と い うMMEUで

あ る。εが 大 きい ほ ど,考 慮 の対 象 となる 「最悪 の ケ ース]の ウ ェ イ トが大 き くな り,経 済 主 体

が よ り大 きなナ イ ト流 不確 実性 に直面 して い る事 を意 味す る。

この よう な ε一contaminationに よ るMMEUの 大 小 関係 と 動 上 の選 好 順 序 が 同値 とな る場 合 の

動 上 の二 項 関係 の公 理 につ い て,NishimuraandOzaki(2002)はSchmeidler(1989)の 公 理 に ε

に 関す る二 つ の 公 理 を加 え た もの を提 唱 した。 ま た,Ko3ima(2004)はSchmeidler(198g)の 公

理 の うちの 共 単調 独 立性 を,互 い にCommonMinimumStateで あ る確 率 ア ク ト(Y上 の最悪の値

を もた らす状態Sの 集合 が互い に共通 であ るような確率 アク ト)問 の独 立 性 に 置 き換 え た もの が,ε 一

contaminationに よるMMEUで 表 現 され る選 好順 序 の公 理化 にな る こ とを示 した。

第3節 で は,代 理 者 が,こ の ε一contaminationMMEUに よ る不 確 実性 に直 面 して い る場 合 の

エ ー ジ ェン シー問題 を分 析 し,第4節 で イ ンセ ンテ ィヴ ・ス キ ー ムの形 状(固 定給 と変動給の組み

合わせ)と 不確 実性 のパ ラメー タ ε との 関係 を分析 す る。
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3ナ イ ト流不確 実性下 のエ ージ ェンシー問題

3.1モ デ ルの概 要

ここで議論す るエージェ ンシー問題 は,単 一のプ リンシパ ル(例 えば企業)と 単一 のエ ージェ

ン ト(例 えば労働者)と の間の契約 に関す るもので,代 理者のモ ラルハザー ドの問題のみに焦点を

絞 った標準的なものである(異 なるタイプのエージェントが混在 し,そ のタイプを依頼者が識別できない

という,逆 選択の問題が絡んだ一般 的なエージェンシー問題とは異なる)。す なわち,依 頼者(企 業)は

個 々の代理者(労 働者)(そ のタイプは既知)へ 何 らかの設備 を提供,そ れ を労働者が企業 の下で用

いることにより,何 らかの経済的価値(成 果:Outcome)が 生み出 される。 この成果 を企業 と労働

者 との間で どの ように分け合 うか(ど のような成果が上がった場合にどれだけ労働者へ報酬を払うか)

を予め契約で決め る。

労働者が生み出 しうる成果xは 正の実数の尺度で数値化 可能で,xl<xz<…<xnのn種 類の

数値 をとる。 これ らのうち,ど の成果が実際 に実現す るかは,労 働者 の努力 によって決まる側面

と,努 力 とは無関係 の 「運」「不運」 によって決 まる側面 の二つがある。企業 は成果xの 値 を客

観的かつ立証可能 な形で知 る事がで きるが,労 働者の努力水準を観察す ることがで きない。そ こ

で労働者 は,企 業の 目を盗んで努力 を怠るイ ンセンテ ィヴをもつ とい う,モ ラルハザー ドが発生

し得 る。努力が観察不能なために,労 働者への報酬は観察可能な成果に対 して支払 われることに

なる。x、 という成果 に対する報酬を 働 とお く。

企業 と労働者 は,以 下の手番 で行動す る。 まず企業がベ ク トルw=(ZU・,_wn)(イ ンセンティヴ

契約あるいはインセンティヴ・スキーム)を 労働者 に示す。労働者 はこのwを 受 けて,契 約 を締結す

るか否か を決める。締結 した後,労 働者 は努力 を提供 し,そ の後,こ れに運 ・不運の確率的要 因

が加わって成果が決 まる。そ して,予 め決め られたwに したが って,w2が 労働者 に支払われ,

残 りのxi-ZUiが 企業の取 り分 となる。

なお,企 業 と労働者のもつ情報 について まとめる と以下の ようになる。

1.企 業 には労働者の努力水準がわか らないが,そ の他 の情報,労 働者の生産性 ・選好(リ スク

と不確実性に対する態度)は,企 業 と労働者が共通 に等 しい情報 を もつ(Common]Knowledgeで

ある)。

2.労 働者 は自分 の努力水準 は知 ってお り,こ の私的情報の面では企業に対 し,情 報優位の立場

にある。 しか し労働者は努力 と成果の間の関孫 にまつ わる不確実性 について,企 業 と異 なる

選好 をもつ。

1.よ り,こ こで は労働 者の タイプが わか らない ために発 生す る逆 選択 の問題 は存在せず,
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Holmstrom(1979),GrossmanandHart(1g83),Rogerson(1g85)等 の 一 連 の 研 究 で 分 析 さ れ

た,モ ラルハ ザ ー ドの側 面 だ け を専 ら問題 としたエー ジェ ンシー 問題 を分析 す る こ とにな る。2.

の 「企 業 と労 働 者 の 問 で不確 実性 につ い て の選 好 が 異 な る」 とは,従 来 の一 般 的 なエ ー ジ ェ ン

シー モ デル に於 け る 「リス ク」 につ い て の選 好 の違 い(企 業はリスク中立的,労 働者はリスク回避的

等々)で は な く,「 不 確実 性 」 につ い ての選 好 が企 業 ・労働 者 間で 異 な る こ とを指 す。

つ ま り,従 来 の 一般 的 なエ ー ジェ ンシー モ デ ル に於 い て は,vNM型 期待 効 用 に基 づ き,企 業

につ い て も労 働者 につ いて も,そ れぞ れ単 一の確 率 分布 同士 の選好 順序 が議論 され るの に対 し,

本稿 で言 う 「企業 ・労 働者 の,不 確 実性 に対 す る選 好 の 違 い」 とは,企 業 の選 好 はvNM型 期 待

効用 関数 に よって表現 可 能 な,単 一 の確 率分 布 同士 の選 好順 序 で あ るが,労 働 者 の選 好 は複数 の

確 率分 布 の束(第2節 で紹介 したε一contamination)に つ いて の選好 順序 となる,と い う違 い の こ とを

指 す。 以 下,こ の点 につ い て詳述 す る。

3.2労 働者の直面する不確実性

こ こで はGhirardato(1994)に 於 け る,ナ イ ト流 不 確 実性 の下 で の エ ー ジェ ン シー 問題 の 定 式

化 を ε一contaminationの 文 脈 に置 き換 えた定 式化 を行 な う。

労 働 者 に とっ て の 賞 品 の集 合(有 限集合)をXA={wl,_,伽}×{C1,_,Cl}と お く。{w、,_,伽}

は前 述 の とお り報 酬 契 約(イ ンセンティヴ ・スキーム),{C1,_,Cl}は 努 力 の 結 果生 じ うる コス トの

取 りうる値 で あ る(C1<C2<…<の 。状 態 空 間 をS,Yを(XA,ZXA)上 の(加 法性 を満たす)確 率 分

布 の集合 とす る。

労 働 者 の行 動(ど れだけの水準 の努力 を行 なうか)は,sか らrへ の,Yの 有 限部 分 集 合 を値 域

とす る Σ一可測 関tf(s),す なわ ち単 純 な確 率 ア ク トと して記 述 され る。 この 単純 確 率 ア ク トの

値 域 とな るYの 有 限部分 集合 をY'と お く。Y'に は,確 率 分布 δ11,...,δ。」が含 まれ る。 た だ し,

Vjkは 賞 品(w;,Ckに 確 率1を 付 与 す る分布 を表 す。

単 純 な確 率 ア ク トの すべ てが 労働 者 に とって選択 可 能 な努力 水準 とい うこ とで は な く,労 働 者

に とって 選択 可 能 な確 率 ア ク トの 集合 は,恥 の部 分 集合 で あ る。 これ を ∫とお く。 ∫は有 界 閉

集 合(有 限集合でない)と し,実 数 の集合 と等濃 で あ る とす る。 ∬の全 て の 元 につ いて,以 下が 成

立 す る と仮 定 す る。

仮 定1adf∈ ∫,b'j∈{1,_,n},∀k∈{1,...,1},ヨS∈s,f(S)=Vjk

仮 定1bdf∈ ∫,W∈{1,_,n},∀k∈{1,_,1},f-i(&の ≠S(こ こでf-・(&、)⊆SはSjkのfに ついてのs

への逆像,す なわち{S∈Sl∫(S)=δ 、'kを表す)。

つ ま り,労 働 者 の取 りうる行 動 のす べ て につ い て,そ の値 域 に 轟 が 必 ず含 まれ る(仮 定1a)

が,労 働者 は どの よ うに努力 を して も,あ る単 一 の成 果 を確 実 に生 じる よ うに はで きな い(仮 定



基本給と歩合給の混合による賃金契約 と,エ ージェン トのナイ ト流不確実性167

1b)も の とす る。

労働 者 は,(1一 ε)の 度合 い で のみ(S,Σ)上 の確 率 測 度 が μ で あ る との確 信 を もっ て い る も

のの,ε の度合 いで,真 の確率 測 度が 何 であ る かが わ か らな い(労 働者 はナイ ト流不確実性 に直面 し

て い る)。 こ の よ う な 労 働 者 の,努 力 ∫(S)に つ い て の 選 好 順 序 は,確 率 測 度 の 集 合 ε一

contaminationに よ るMaximin期 待 効用 で以 下 の よ うに表 現 で きる。

EU・ ≡(・ 一・)加(・))du(・)+・minu(f
s(・))

(5)

Xa上 の確 率分 布 を用 い た表 現 へ の 置 換 え 具 体 的 に は,ア フ ィ ン関数 π(f(S))を 以 下 の よ うに

特 定 化 す る。ノ(S)は 単 純 な確 率 ア ク トな の で,そ の 値 域 はYの 有 限部 分 集 合 とな る。今,あ る

確 率 アク トf(S)を 固定 し,そ の値 域 が{yi,_,yfm}で あ る とす る。f(S)ニfyiの と き,

nげ
u(f(S))ニ Σ Σ{U(w;)-Ck}yk(6)

フ=lke1

ただ し,y;ゐ は,XA上 の確 率 分布 〃∫に於 い て賞 品(w;,Ckに 付 与 された確 率 を表 す。

また,σ(・)はvNM型 期 待 効 用 関数 に於 け る効 用 イ ンデ ックス で,こ れが 凹 関数 で あ れ ば,

リス ク回避 的 なY上 の選好 川頁序 を表現 す る。 本稿 で は労働 者 は リス ク回避 的で あ る と仮 定 す る。

ノにつ い て の ア フ ィ ン関 数C(f)≡ Σ1差.f1Ckyijk:∫→R・ はfと い う行 動 を と る こ と の 労 働 者 に

とっての コス トを表 す。

労働 者 が ∫を採 っ た とき,〃 ∫が そ の値 と な る よ うなS∈Sの 集 合(事 象),す なわ ち,〃 ∫の逆

像 を 　 1ω ∫)(≡{∫∈slf(S)=fyi})と お く。 これ を用 い る と,(5)の 積 分 部 分 は以下 の よ うに表 す

こ とが で き る。

か σ(5))4μ(・)
m

=Σ%(劣)μ(〆 一1(fyi))

i=1

斗 嵐{U(w;)… 幽1(fy=))

㍉亀σ(wノ)勢 幽 ∫))一か{勢 幽 ∫))}
(7)

(7)最 終行 の二 つ の 中括 弧 内 は,そ れ ぞ れ,「(s,Σ)上 の 測 度 が μで あ る場合 に労 働 者 が 努 力f

を採択 した場合 に報酬,費 用 が そ れぞ れw;,Ckと な る確 率」 に相 当す る。 これ をそ れ ぞ れpノ げ),

qk(f}と 表記 す る こ とにす る。

また,仮 定1aよ り,

mina(f'(s))=min{U(w;)‐ck}=minU(w;)‐maxck
S7,k/k

が成立す る。

以上 より,(5)はXa上 の確率分布 を用いて次のように書 き直すことがで きる。
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n1
EUE(f)e(1一 ε)Σ σ(w;)ρ ノ(f)一 ΣCkQk)+εmin{ひ(w;)-6々}(8)

ノ=1k=1ノ,k

U(w;)はvNM型 期待効用 理論 に於 ける効用 イ ンデ ックスであ る。 このUの 関数形 につ い

て,以 下の仮定 をお く。

仮 定2(1)U(w)は(w,o。)を 定 義域 とす る単調 強増 加 強 凹 関数。

(2)11111w→量σ@)ニ ー∞。

努 力 の コス トの順 序 ∫のす べ て の要 素fは,Rの 部 分 集合 、4=[as]の 要 素aと1対1で 対 応

づ け られて い る とす る。 あ る実 数 α と対 応 づ け られ た確 率 ア ク トをf'aと お くと,

乃(a)≡ ρノσり

a

C(a)≡ ΣCkQk(ノ α)

k=1

とい う具合 に定義が可能である。 このC(・)が 大 きいほ ど労働者に とっての努力の コス トは大 き

い。 このように して ∫上 の確率 アク トはそのアク トを採ることの期待効用 の大小 関係 によって順

序付 けられる。結局,(8)は

脚)一(1-・)急 嘲 撫)-c(a)}+・{叫 嗣(9)

の よ うに表現 で きる(た だ しCは{C1,...,Ch}の うちの最大値)。

確 率 ア ク トの 集合 ∫が仮 定1を 満 た して い る場合 につ い て,s上 の確 率 測 度 μ と確 率 ア ク ト

の 値 域 が,そ れ に対 応 す る 乃(a)及 びC(a)が 以 下 の 諸 仮 定 を満 た す よ うな もの で あ る とす る

(そのような確率測度 μと確率アク トの値域の例については,後 述の例 を参照)。

仮定3

i)単 調 尤 度 比(MonotoneLikelihoodRatio(MLR)… 翻 が す べ て のaに つ い て ノの 増 加 関

数 。

ii)累 積 分 布 関 数 の 凸 性(Convexity・fDistributionFunction:CDF)… 累 積 分 布 関 数m1=、 π1(a)

が,す べ て の?42=1,2,_,%に つ い て α の 凸 関 数 。

iii)す べ て の ブ=1,2,_,nに つ い て,π ノ(a)>o。

仮定4(Cの 凸性)C(・)の 定 義域 はA,c'>0,c">0,Cの 値 域 は有 界 閉 区間。

つ ま り,労 働 者 の 選好 は,(1一 ε)の 度合 い で ,S上 の確 率 測 度 が μで あ る と確 信 して い る分
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については,従 来議論 されて きた多 くのエージェンシー問題 と同様,努 力 と特定の成果の生起確

率 との問に,「 より苦痛の大 きな努力 を積 むほ ど,高 い成果が上がる確 率が高 まる(MLR)」,と

いう確率的関係 があるとした場合のvNM型 期待効用で記述 できる。 また,ε の度合 いで,労 働

者 はS上 の確率測度が μであることを確信で きず,S上 の測度があ りとあらゆる もの となる可

能性 を考慮 し,常 に自分 にとって最悪の結果 をもた らす ような測度を用いて利得 を評価する。仮

定1よ り,そ れは報酬が最低値 をとるような成果 しか生 じず,常 に努力の費用 が最大 となって し

まうような状態である。

例 で は,XA上 の 確率 分 布 やC(a)が 仮 定3,4を 満 たす よ う な(S,Σ)上 の確 率測 度,確 率 ア ク

トが存 在す るの か どうか が 問題 だが,そ れ らにつ い て は比 軟 的簡 単 に,そ の例 を示 す事 が で きる。

労 働者 の賞 品 集合XAはXA={wl,_,ZUn}X{C・,C2}と す る。{w・,_,ZI」n}は イ ンセ ンテ ィヴ ・ス

キー ム,C1,C2は 努力 の費 用 でCi=0,C2=1と す る。

YをXA上 の 全 て の加 法 的確 率 分 布 の 集 合 と し,s=R2と す る。(S,Σ)上 の確 率 測 度 μ は

[0,1]×[0,1]上 の一様 分布 とす る。

確 率 ア ク トノ:S→Yの 集 合 ∫ は,Rと 等 濃 で,各 要 素 は α∈[0,1](≡.A)と1対1に 対応 付 け

られ てい る。fの 値域 た るYの 有 限部分 集合 と して,{y、,ya,ys,y4,δ11,_,Sn2}を 考 え る。 この う

ち,傷 ゐは賞 品(砺,Ckに 確 率1を 付 与 す る確 率分布 を表 し,yi,_y4は それ ぞれ 以下 の性 質 を満

たす 。ytに お い て(w;,Ckが 生 じる確 率 をykと 表 す と(1≡{1,_,n}),

2-Ob'EI

y2;・-n(2+、)(n+・ 一ブ)・y2j・-q》 ∈ ・

y3j・一 隔 ・-2n(n-+1)刺 ∈I

y4i1-oey4j・ ㍉@2+1)(n+1一 ブ),djEl

a∈[0,1]に 対 応 付 け ら れ る 確 率 ア ク トf'aを,以 下 の よ う に 定 義 す る 。

f¢ls1‐

yi冠s∈[0,,例x[0,五=a2]

y、 迂s∈(爾,1]×[0,1-a2]

y、 迂 ・∈[0,yu]x(1-az,1]

y、 迂 ∫∈(,砺,1]x(vT=d2,1]

砺forsomes∈R2＼[0,1]×[0,1]

この よ うな μ(s),f(S)に つ い て,ε 一contaminationの 不 確 実性 に直 面す る労働 者 の 選好 順 序 を,

以 下 の よ うに表現 す る こ とが 出 来 る。
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(1-・)」u(f
s(s))4μ(・)+・minu(f(sSES))

一(1一 ε)[暑 σ(綱 の 一C(a)]+・{mznU(w;)一 ・}

ただ し

乃(α)-n(2n+1){海+(1->7)(n+1一 ノ)}

c(a)=1‐1‐a2

で あ る。 この ような πノ(a),C(a)が 仮 定3,4を 満 た して い る事 は ,容 易 に確認 で きる。

{10)

(11)

3.3企 業の最適化問題

労働者 と異 な り,企 業 はリス ク中立 的かつ,不 確実性 は一切 もってお らず,し たがって,リ ス

ク中立的なvNM型 期待効用 の最大化 を図 るもの とす る。 また,労 働 者が,(9)の ように表現 で

きるような不確実性 に関す る選好 をもっている,と い う事 も企業 は知 っている。す ると企業の最

適化問題は,労 働者 の選好順序が(9)で 表 されることを考慮 しつつ(労 働者の直面するナイト流不確

実性を考慮しつつ)自 らの期待効用 を最大化する ようなインセンティヴ ・スキーム と労働者 に採 ら

せ る努力水準 を考 えることになる。 よって企業の最適化問題は

max(x;-w;)乃(α)
a,w

S.t

EUE(w,a)≡(・ 一・)塩 σ(助 励)-C(a)ト{minU
W(w;)-C}≧U

EUE(w,a)≧EUE(w,の ∀a'∈A

(12}

(13)

(14)

制 約 条件(13)は,こ の イ ンセ ンテ ィヴ ・ス キー ムの 下で代 理 契約 を結 ぶ こ とが,労 働 者 に とっ

て他 で 得 られ る効 用 機 会 互 と同様 か そ れ 以 上 の効 用 を得 る事 を意 味 す る ため の 条 件(Individual

Rationality条件)で あ り,以 下 これ をIR条 件 と略 記 す る。 一 方,制 約 条 件(14)は,イ ンセ ンテ ィ

ヴ ・ス キ ー ムwの 下 で 労 働 者 が 自発 的 に 努 力 水 準aを と る(wに よってaを 実行 させ る事が可能

(implementable)で あ る)た め の 条件(lncentiveCompatibility条 件)で あ り,以 下 こ れ をIC条 件 と略

記 す る。

3.4解 の存在

GrossmanandHart(1983)は この 企 業 の 問 題 を2段 階 に分 離 す な わ ち,(1)各aに つ い て,

労働 者 にそ の行 動(努 力(a))を 実行 させ る こ との で きる イ ンセ ンテ ィ ヴ ・ス キー ムの うち,最

も費 用 の低 い(し たがって労働者 にとっての報酬額の期待値の低い)も の の集 合 を求 め る とい う こ とを

す べ て のaに つ い て行 ない,(2)そ の 中で最 も企業 の期 待利 得 の高 い ものが 最 適解 とな る,と い
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う具合 に分離 し,最 適解の存在 を証明 した。本稿 における問題(12)に おいても,企 業 の目的関数

が成果 と報酬 に分割可能な形 となっているために,同 様の二段 階化が可能である。ただ一点,労

働者がナイ ト流下確実性 に直面 している分,IR制 約 とIC制 約が微 分不能点 をもつ とい う点が

GrossmanandHartの 問題 と異なる。 しか し,基 本的にIR制 約 とIC制 約 を満 たす ようなイ ンセ

ンティヴ ・スキームの集合が凸集合であるこ とが容易 にわかるので,問 題の基本構 造 はGross-

manandHartと 同様である。

そこで,ま ず,a*∈Aを 最小費用 で労働者 に実行 させ る ことの で きるイ ンセ ンテ ィヴ ・ス

キームを求める費用最小化問題 を考える。す なわち

minΣ ぬ(v,)乃(α ・)(15)
wj-1

$.t.

(1一 ε){Σ 締 ・)漁 ・)}+ε{minv;i-C}〉_U・(16)

(1一 ε)Σ θノπノ(a*)-C(α つ+ε{minv;-C}
ノ=1j

≧(・一・){嵐 細)‐c(a)}+・{minv;
1-C}"a∈A(・7)

た だ し,vノ ≡U(劾)h=U-1つ ま り,h(v;)=w;で あ る。Uは 凹 関 数 で あ るの で,hは 凸 関 数

で あ る。 また容易 にわか る よ うに制 約(16),(17)も 凸集 合 で あ る。 したが って この問 題 は凸制 約

の下 での 凸 関数 の最小 化 問題 で あ る。

(16),(17)を 満 たす イ ンセ ンテ ィヴ ・スキ ー ムが存在 す る場 合 には,hの 凸性 よ り,以 下 が 成

立す る。

nn

Σ 乃(v;)π(a*)≧(1一 ε)Σ ぬ ω,)π ノ(a*)+εmi曲(v;}
ノ;1ノ=1ノ

≧h(1一 ε)Σo,π ノ(α*)+εmin刀 ノ

ゴ=17

≧h[U+(1一 ε)C(が)+ε τ]

二番 目の不等号 はhの 凸性 か ら,最 後 の不等号はIR制 約(16)か らしたが う。つ ま り,企 業 の報

酬支払額の期待値 には,こ れ より下には下げ られないという下限が存在 する。

仮 に労働者の努力水準aを 企業が観察可能である完全情報下で は,IC制 約が制約 とな らず,

企業 はあ らゆる成果についての報酬を等 しくする(固 定給を支払う)こ とで最右辺の下 限を達成で

きる(FirstBestを 達成できる)。 この報酬支払いの期待値の最下限をC朋(a*)と お く。

反面,aが 企業に観察不能の場合,労 働者のモ ラルハザー ドのため に,あ る特定 の努力水準a

を実行 させ ることので きるインセ ンティヴ ・スキー ムに於 ける期待報酬 をCFB(α*)ま で抑 える
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こ とが必ず しも可能 で ない。aが 観察 不 能 の場 合 に労働 者 にa*と い う努 力 を実行 させ る こ との

で きる よ うなイ ンセ ンテ ィヴ ・ス キ ー ムの集合 につ い て,そ の報 酬 の 期待 値(労 働者にとっての費

用の期待値)の 最大 下界 をC(a*)と お く。

一 般 に労 働 者 の モ ラ ルハ ザ ー ド問題 の ため に0(a*)=C
FB(α*)は 成 立 しな い もの の,Gross-

manandHart(1983)は,あ る努 力 水 準a*に つ いて は両 者 が 一 致 す る こ とを示 した 。 それ は,

a*がCFB(a*)を 最 小化 す る よ うな もので あ る場合 で あ る。

本 稿 の場合 に お いて も,こ の こ とは基 本 的 に成 立 す る。 なぜ な ら,IR制 約 の み考 え れ ば よい

(労働者に最低の留保効用水準を保証する報酬を支払えばよい)場 合 に,企 業 の費 用(報 酬の期待値)が 最

小 となる場 合 とい うの は,労 働 者 に とっ ての努 力 の費用 が 最小 にな る よ うな努 力 を採 らせ る場 合

で あ る(最 小の努力費用 を補償する報酬は最小で済む)が,そ の場合 の 固定 給 の イ ンセ ンテ ィ ヴ ・ス

キー ム(成 果の値が何であろうと,w-h(U+(1一 ε)C(グ)+EC)を 支払 う,と い う契約)は,IR制 約 のみ

な らず,IC制 約 を も満 た す か らで ある(CFB(α ・)を最小化す るが は労働者にとっても最小 コス トで済む

努力であるため,企 業の目を盗んで怠けるような状況にあっても労働者はこれ以外の努力水準を選ぶイ ンセン

ティヴをもたず,が を実行する)。

したが って,以 下 の補 題 が したが う。

補 題1CEB(α*)を 最 小 化 す るa*に つ い て,C(a*)=CFB(a*)が 成 立 す る 。

こ の 補 題1と 仮 定2,3のiii),4お よ びGrossmanandHart(1983)のProposition1よ り
,以 下 が

し た が う 。

命題1企 業の最 適化 問題(12)の 解 としてのイ ンセ ンティヴ ・スキーム及 び努力水準 が存在す

る。

3.51階 条 件 か らの接近

仮 に企業の問題(12)～(14)の 厳密 なIC制 約(14)が 労働者の効用最大化 の1階 条件 と同値 であ

るならば,企 業の問題 の解 としてのイ ンセ ンティヴ ・スキームを簡便 ・実用的 に見 出すことが可

能 となる。すなわち,(14)を

aE

asひ ・一 ・

⇔(・ 一・){黒ひ(卿)イ ω}一 ・ (ls)

で置 き換 えた問題(以 後,こ れを 「緩和された問題」と呼ぶことにする)を 解 くことが,元 来 の 「厳密

な問題」 を解 くことと同値 であるならば,置 き換 えて解いた方が簡便 である。

Rogerson(1985)は 緩和 された問題に よる置 き換 えが可能 となるための十分条件 として,確 率分
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布 が単調尤 度比条件(MLRC)と 凸性 条件(CDFC)を 満 た してい る事,を 挙 げ たが,本 小節 で

は,こ れ らの条件 が,労 働者が ε一contan盛na廿onによるナイ ト流不確実性 に直面 してい る場合 で

も依然 としてこれ らの条件が緩和 された問題の有効性 を保証す るための十分条件 となることを示

す。

その主要な論理の流れは以下の とお りであ る。緩和 された問題 のIC条 件は厳密 な問題のそれ

を含む,よ り緩やかな条件であるので,厳 密 な問題の解 は緩和 された問題の解の中に含 まれる。

そこで,緩 和 された問題の解 としてのIncentiveSchmeの 集合(当 然,厳 密な問題の解も含まれる)

の元の満たす性質を調べ る。 もしその性質 を満たす解(lncentiveScheme)の 集合 に限って,緩 和 さ

れたIC条 件 と厳密 なIC条 件 とが同値 であるのであれ ば,緩 和 された問題 を解 くことと厳密 な

問題 を解 くこととが 同値 となる。

3.5.1緩 和 され た問 題 の1階 条 件

緩和 された問題 を解 くについて も,労 働者 のナイ ト流不確実性 に固有 の問題が残 る。(13)に

minが 存在す ることに より,IR条 件が微分不能点 をもつか らであ る。 これは,S上 の真 の分布

が何 であるかにつ いて労働者 は εの度合 いで確信 を抱 けないので,そ の εの度合 い については

イ ンセンティヴ ・スキームが何であれ常 に最悪のシナ リオ(確 率分布が,報 酬が最低額になってしま

うような成果を確率1で 上げてしまうようなものかもしれない)を 考慮することによる。

例 えば固定給のイ ンセ ンテ ィヴ ・スキ0ム ω、=wdj∈{1,...,n}が あったとする。 この とき,

あるノについてのみ,劾 を少 し上 げる場合 と下げる場合 を考える。劾 のみ少 し上 げて も,「 報酬

の最低額」 は依然 としてwの ままである。 しか し,ω,の み少 し下げ る場合 は 「報酬の最低額」

が ωノとなる。そ こで,w,をwか ら上げ る場合 と下げる場合 で,労 働 者の限界効 用が全 く異 な

る。

以上 のことを考慮 した うえで,緩 和 された問題 についてのKuhn-Tucker条 件 をま とめる と以

下の ようになる(証 明の詳細については,玉 井(2004)の 補論1を 参照)。

歳)一(1一 ε){λ(・+1三。砦)+μ秀

{∴際 飾 　劉(19)
2ej(刷 π1(a)+μ(・ 一ε){恩 ひ(w,)π1(a)イ(a)}一 ・(2・)

た だ しこ こで,wは 払 われ うる報 酬{nw;;.1の 最 小 値 を意 味 し,集 合1は 集合{1,_,n}を 意

味 し,集 合 玩nは そ の部 分 集合 で 玩n={ノ ∈Il助=w}で 定義 され る もの,CminはIminの 補 集 合

す な わ ち1＼lminを 意 味 す る。 また,λ と μ はそ れぞ れ,IR制 約(13)及 び緩和 され たIC制 約(18)
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につ い ての ラグ ラ ンジ ュ乗 数 で あ る。

なお,μ の符 号 につ い て,以 下 が成 立す る。

補 題2仮 定3のi,iii,お よび仮 定4の 下,μ>0で あ る。

証 明 ここで は,緩 和 され た問題 の有効 性 を仮 定 せず に μ>0で あ る こ とを証 明 したJewitt

(1988)の 手法 を,労 働者の側 に ε一contaminationに 基づ くナイ ト流不確実性 が存在す る場合 に援

用 して証明を行なう。

乃(a)(ノ ∈{1,_,n})は 確率分 布であ るか ら Σタ.1毎(a)=0が 成立 しなければな らない。そ こ

で,(19)の 両辺に確率 乃(a)を 乗 じて期待値 をとると,

λ一E「1U'(
w)](2・)

が成 立 す る。

一・方
,1階 条件(19)よ り,

μ(・一ε)毎(a)一(U・1)一 λ)乃(a)脇(a)一 の

(た だ し θノ≧0,'dj∈1偽 Σノ。lminej=1,θ,-Obj∈Cm¢.で あ る)が 成 立 す る 。 こ の 両 辺 にU(w;)を 乗 じ,

ブ∈1に つ い て 合 計 を と り,(21)を 考 慮 す る と,

μ(・一ε)恩 σ(晦(α)一 伽(σ ・伝)・ ひ(助))+龍(ひ(働)一 σ ω)≧ ・(22)

Cov(・,・)は 共分 散 を表 す 。U'>0,U"〈0よ り,こ の項 は非 負 で あ る。 また(22)の 右 辺 第2項

も,σ の単 調増 加性 と,wがw;の 最 小値 であ る こ とか ら,や は り非負 で あ る。以 上 よ り,(22)

の不 等号 が したが う。

一 方
,緩 和 され たIC条 件 とC'(a)>0よ り,(1一 ε)Σノ.1σ(w;)拷(a)>0。 こ れ と(22)が 両

立可 能 なの は μ≧0の 場合 のみ で ある。

しか し μ=0の 場 合 は以 下 の理 由で1階 条 件(19),(20)と 両 立 不 能 で あ る。 す なわ ち,μ=0

と(19)が 両 立 可 能 な の は,w=一 定 で θノニπノ》 ∈1の 場 合 の み で あ るが,こ れ は(20)と 相 容 れ

な い。 なぜ な ら,仮 定3のiとiiiよ り,》 ≦π 毎(a)≦o,》 〉死 毎(a)>oな るm∈1が 存 在 す

る。 一方,固 定 給契 約 に於 け る企業 の利 得x;-wは ノの 強増 加列 とな るの で,

unn

Σ(紛 一w)毎(a)ニ Σ 紛毎(a)-wΣ 毎(a)
ノ1 ノ=1 ノ=1

nrn

=Σ( .xj`.xm)毎(a)+Σ(紛 一 砺)毎(a}>O

i=1ノ=m+1

最 後 の不 等 号 は,ノ=mの 場 合 を除 い て(∬ブーx;万)と 属(α)が 同符 号 に な る こ と,ブ=mの 場 合
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は(諮ノー∬π)毎(a)=0と なる こ とか ら したが う。 よ って μ=0の 場 合,(20)が 成 立 しない。

以 上 よ り,μ>0で なけ れ ばな らな い。Q.E.D.

この補 題 と(19)～(20)よ り,以 下 が成 立す る。

命 題2仮 定3が 成立 す る場合,緩 和 され た問題 の解 と して の イ ンセ ンテ ィヴ ・ス キ ー ム は,あ

る 閾 値m∈{1,_,n-1}に つ い て,b'j≦m,wノ=w(固 定 給),dj>mな る ブに つ い て は

wくwm.1<ZUm.2<…<wnと い う成 果連 動 型 の変動 給,と い う もの に なる。

証 明 変動 給 の部 分 が ブ∈ハ騙nな るブにつ い て単 調 増 加 とな る の は,補 題2と(19)よ り直 ち に

したが うので,命 題 の証 明 として は,j>_mな らば必 ず ブ∈Imin,さ もな くば必 ず ブ∈Cminと な る

よ う なmが 存 在 す る事 が 示 さ れ れ ば十 分 で あ る。そ の た め に は,任 意 のj,i∈1に つ い て,

ノ∈lminか つ2∈Cminで あ れ ば必 ず ブ<iと な る こ とが 示 され れ ば よい。 そ して そ れ は,(19),仮

定3のi),及 びUの 関数 形 に関す る仮 定2よ りしたが う。Q.E.D.

以上で,単 調尤度比条件が成立する場合の緩和 された問題の解 としての次善のインセンティヴ ・

スキームが,あ る成果 よりも低い成果については固定給,そ れを超 える部分については成果 に正

相 関 した変動給 を支払 う とい う性 質 を もつ こ とが わか ったが,こ れ は非減少列 で あるので,

Rogerson(1985)と 同様,焔 上の累積確率分布が凸関数であれば,緩 和 された問題で労働者 が 自

発的 に選択する努力水準が,も ともとの厳密な問題のIC制 約 をも満た している事が言 える。

命 題3累 積 確 率 分布Pk(a)≡ Σタ。1乃(a)が 任 意 のk=1,_,nに つ い てaの 凸 関 数 で あ る な ら

ば,緩 和 され た 問題 の解 と して の イ ンセ ンテ ィヴ ・ス キ ー ム に つ い て は,厳 密 な 問 題 に於 け る

IC制 約 と緩 和 され た問題 に於 け るIC制 約 が 同値 とな る。

証明(19)～(20)を 満 たす 任 意 の イ ンセ ンテ ィヴ ・ス キー ム

∀グ≦?92,w;=w

∀ノ>m,w;は ノ に つ い て 強 増 加

を考 える。 す る と,こ の イ ンセ ンテ ィヴ ・ス キー ム の下 で の 労働 者 の ε一contaminationを 考 慮 し

た期 待 効用 は

EU・=(1一 ε)Σ ひ(w)π ノ(a)+(1一 ε)Σ σ(w;)π ノ(α)

ノ　ノ　　 ノ　ハImin

-(1一 ε)C(α)+ε{σ(w)-C}
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=U(w)+(1一 ε)Σ{U(w;)-U(w)}乃(a)

ノ∈ハ1欄

一(1一 ε)C(α)-EC

n-1

=U(w)+(1一 ε)Σ{U(w
、.1)-U(ω 、)}*(1一 乃(α))

フ≡m

-(1一 ε)C(a)一 εr

君(a)がaに つ いて 凸で あ るの で(1-P;(α))は 凹 関数 で あ る。 よって,C(a)に つ い ての仮 定 よ

り,労 働 者 に とって の問題 はA全 域 につ いて 凹関数 であ る。Q.E.D.

4不 確実性 と,固 定給の対象 となる成果の範囲

前節 までの議論で,労 働者 が εの度合 いだけ,真 の確率測 度が何 であるかにつ いての確信 を

もてない場合 に,次 善のインセ ンティヴ ・スキームが,あ る成果以下の成果につ いては固定給,

それ を超 える成果について成果連動型の変動給,と いう形 になることが示 された。本節では,不

確実性の度合 いのパ ラメータ εの大 きさと,固 定給 の対象 となる成果 の範 囲の 関係 につ いての

簡単な比較静学 を行 ない,一 つの数値例 を示す。

労働者の不確実性の度合 い εの値が上昇す ると,固 定給(基 本給)の 対象 となるような成果の

範囲が広が る。つ ま り,固 定給支払 いの対象 となる成果の上限(閾 値)のxmの 番号mが 大 きく

な り,生 じうる成果の比較的広範囲の成果にわたって,固 定給が支払われるようにな り,変 動給

の比率が低 くなる。ただ し,容 易 に推測で きるように,固 定給の比率の上昇 は,労 働者の怠業の

イ ンセ ンティヴを高めるとい うモラル ・ハザー ド問題の深刻化 につなが るため,労 働者へ実行 さ

せ る事ので きる努力水準 は低下す る。

4.1mの 満 たす条 件

固定給の対象 となる成果 の上 限の番号mが,ε の上昇 とともに大 きくなるこ とは,前 節 の1

階条件(19)か ら得 られる。 まず,固 定給の上限の成果につ けられる番号mに 於 いては,

(・一ε)(λ+μ 舞)1-U(w)<(1-・)(λ+μ 鶏 の(23)

が 成 立 す る 。 ま た,Σ,.∫ 。、,θノ=1で あ る こ と か ら,(19)の ブ∈Iminに つ い て の 合 計 を と る と,

1

Uw)一(1-・)λ(・+互 ≒ 呂.隔1乃(a))+μ 碁ll驚:1歪i霧(24)

を得 る。

この(24)式 の最 後 の項 につ い て は,

塁ll鴛:1蒙ili一Σ亙 乃ノ.1川.π ノ Σ ブ∈ノmt.乃
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が成立する。右辺 は他 ならぬ,尤 度比 ユ の,ノ が固定給 の対象 となる疏nに ある ことを所与 と

した 条件付期待値である・以下これ£ 鴫 ブ∈嗣 と表記する・一 陥 の

うち,特 に,固 定 給 の範 囲 の上 限の成 果 の番 号がmで あ る場 合(玩n={1,_,〃z})を 意味 す る。

このことを考慮 し,(24)を(23)へ 代入すると,番 号mに ついて以下が成立す る。

総 一E(玉ノ∈1_吻))

≦1≒ 呂
。11min乃(25>

<鷺+E傷 ノ∈一) 、

この不 等式(25)の 最左 辺 をL(m),不 等 号 で 挟 まれ た項 をC(m),最 右 辺 をR(m)と お く。単

調尤 度比(特 に,本 稿の場合は尤度比が単調"強"増 加)及 び条件 付 期待 値 の性 質 か ら,L(m),R(m)

共 に 閾値mに つ い て 単 調 強 増 加 で あ り,特 にL(1)=oで あ る。 一 方,c(m)は 仮 定3のiiiよ

り,mに つ い て単 調 強 減 少 で あ る。更 に,条 件 付 期 待 値 の性 質 か ら,Lσ+1)くR(ノ)b'j∈1も

成立 す る。

以 上 よ り,(25)を 満 たすm∈ 玩,が 必 ず存 在 す る。

εの増大の影響 まずナイ ト流 の不確実性 が全 く存在 しないケース(ε=oの 場合)を 考 える。 こ

の場合,(25)と 整合 的なのは,m=1の 場合 のみであ る。す なわち,成 果 の全域 にわた り,次 善

の インセ ンティヴ ・スキームは完全な成果連動型の変動給 となる。

一方,ナ イ ト流不確実性が存在する場合(ε の値が正の場合),(25)を 満たす 初(最適な,固 定給の

上限)は2以 上の値 を取 りうる。 また,λ とμの値 を所与 とする限 り,ε の値が大 きいほ ど,最 適

な閾値mは 大 きくなる,す なわち,固 定給の範囲が広がる。

下図に於いて,L(m>とR(m)に 挟、まれた領域 とC(m)と が交わ るような自然数mが,(25)を

満 たす最適な,固 定給の上限m*で あるが,ε の上昇 によってC(m)全 体が上方ヘ シフ トす るた

め,λ とμ を固定 して考 えるとεの増大はm*を 上昇 させ る。

ところが,固 定給の範囲の増大は,変 動給部分を所与 とすると,労 働者の努力のイ ンセ ンテ ィ

ヴを削いで しまう2。そ こで,IC制 約が きつ くなる結果,μ の値は上昇す る。一方,他 の効用機

会Uを 一定 とす れば,不 確 実性 の上昇は労働者の効用 を下げるため,IR制 約 もきつ くな り,λ

の値 も上昇する。 したが って,μ 〃 の値が εの上昇 によって増加す るのか減少するのか について

2Σ
、。,毎(α)ニ0で あ るか ら、労働者の努力追加 の期待 限界便益 は

mガ ロ
ΣU(ω π1(a)+ΣU(w;)ぢ(a)=Σ[ε@)-U(w)]毎(a)
〉=1ノ=m+1∫=岡 一:

であ る。明 らか に,変 動給 部分の イ ンセ ンテ ィヴ ・ス キームが不変 であれ ば.固 定 給の範 囲mの 上昇 は努 力の 限界便益 を下

げ,労 働 者の努力供給 を押 し下げ る。
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笹 ゾ1氷

は不分明である。 しか し,仮 にμ上昇 の影響の方が深刻 な場合,図 に於 ける様 に μ/λの上昇 に

よってL(m)とR(m)に 挟 まれた領域が左上方 にシフ トす る。これは最適 なm*を 下げ る(固 定

給の範囲を狭める)要 因 となる。

4.2数 値 例

以下では分布 関数を第3節 の例 に於 ける ものに特定化 し,ε の値 と労働者の留保効用互 が与え

られた場合 にイ ンセ ンテ ィヴ ・スキ...._.ムの形が どの ようになるかを数値計算で求めた例 を紹介す

る。

εの値 と労働 者の留保 効用Uが 与え られた場合 の,イ ンセ ンテ ィヴ ・スキームの形 を画すパ

ラメー タλ,μ,〃3及 び均衡の努力水準aの4つ の変数の値 は,以 下のように決 まる。すなわち,

λ,μ,aが 与 え られ る と閾値 条 件(25)で 閾値 〃zが決 ま る。この 吻 とλ,μ,aと1階 条件(19)に

よって決 まるイ ンセ ンテ ィヴ ・スキームが,実 際 にIR条 件,IC条 件,1階 条件の一つ(20)を 満

たせば,そ の λ,μ,aが 均衡解,と いうことになる。

ただ し,離 散 分布 の特性 上,閾 値mを 画す条件(25)が 不等 式 となる。この困難 を避 け るた

め,こ こでは,nを 無限大に した場合の極 限に於 ける連続分布で,以 下の ように近似 した。

す なわち・(・・)に於 ける確 率分布で描かれる問題は・x;=b+(
,)と い う変換 を行 なってn

が極めて大 きな数である場合には,成 果xが 区間[b,b+1]上 の実数値 を とり,xの 確率密 度関

数が 卿)≡2[爾(x-bl)+(・ 一羅)(1-x-bl)]で ある場合の問題 で以って近似で きる・

また,仮 定1を 満 たすU(w)の 関数 形 の特 定化 として,U(w)lnwを 用 い る。以 下 の表 は,

この ような連 続分 布 で の近似 と σ の関数 形 の特定 化 で得 られ た計算 例 で あ る。 こ こで はUの 値

を1に,ま た,xの 区 間 を[b,b+10]に とっ てい る(企 業が リスク中立的であるので,bの 値の多寡は

結果に影響を及ぼさず,xの 取 り得 る値の範囲1が 影響する)。

εの値 の大 きい程,固 定 給 の範 囲limn-・ ・m/nは 拡 大 す る が,労 働 者 に実行 させ る こ とので き

る次善 の努 力水 準 は低 下 す る。

ここで注 目す べ きは,た った1パ ー セ ン ト不 確 実 性 が発 生 しただ け で,下 方12パ ー セ ン ト以
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E 1im。_ヱ 吻/π} λ μ a

111 11111 3,102 1,031 0.3528

o.of

■

a.i2?1 3.12 1.0785 0.3401

0.02 0.1723 3,141 1.1201 0.3310

0.03 0.2102 3.1645 1.1596 0.3232

0.04 0.2416 3,189 1.1979 0.3163

0.05 1.:: 3.2145 ]..2357 0.30999

上の相対順位の成果が固定給の対象 となることである。

以下の図 は,上 の表の数値例で示 された,連 続分布で近似 したインセ ンティヴ ・スキームの形

状 である。外部での効用機会 を一定 に基準化す ると,不 確実性 εの上昇 は固定給の対 象 とな る

成果の範 囲を広げるだけでな く,固 定給の金額(基 本給)も 上昇 させ る。 しか し,手 厚 い基本給

は労働者の側のモ ラルハザー ドの原因 ともなるため,変 動給部分 の賃金上昇率は大 きくなる。

・ 一

5

4

3

2

1

0 0.2 0.40.6'/
nJ

os 1

5結 語

企業はナイ ト流不確実性に直面 していない ものの,労 働者にとっては努力 と成果の間の確率 的

な関係 についての確信 の度合 いが一部分(ε の度合い)崩 れ,労 働者がいわばナイ ト流不確実性 に

直面 している場合,労 働者の努力水準 を企業がコン トロールできない状況下での次善の意味での
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イ ンセ ンテ ィヴ ・スキー ムは,固 定給 と変動給 を組み合 わせ たものとなる。す なわち,比 較 的低

い成果については基本給 を保証 し,あ る成果を超えた段階か ら成果の多寡 に応 じて報酬 に差 をつ

ける,と い う形のインセ ンティヴ ・スキームが次善均衡 となる。固定給か ら変動給へ移行する成

果の境界 は,不 確実性のパ ラメー タεの値が大 きい場合 には上方 にずれる。すなわ ち,労 働者

の直面する不確実性がよ り深刻 になるほど,固 定給の対象 となる成果の範囲が広が り,そ の固定

給の金額(基 本給)も 上昇す る。

ナイ ト流の不確実性 に直面す る労働者 に とっては,不 確実性 に直面 してい ない労働 者 に比 し

て,「 最悪の報酬」 は極 めて重要 な関心事 となる。「報酬の下限」が限界的 に上昇す ることの限界

効用 は,そ の他の報酬額が限界 的に上昇することによる限界効用 を上回る。 したが って,不 確実

性 の大 きな労働者 を契約に引 き寄せるためには,企 業 は,変 動給の中位 ない し上位の報酬支払額

を上 げるよ りも,ま ず報酬の下 限を引 き上げることによった方が,報 酬支払い費用 を低 く抑 える

ことができる。 こうして報酬の下限か らまず引 き上げ られることによって,固 定給部分が発生す

る。

しか し,手 厚い基本給 は同時 に労働者のモ ラル ・ハザー ドをも生む。そ こで,本 稿 の確率分布

の数値例では,ε が大 きい場合,手 厚 い基本給 と引 き換 えに変動給部分の賃金上昇率は大 きくな

る。

本稿 の分析 は,一 人の企業 と一人の労働者の間の契約のみ扱っている。 これを労使 の団体交渉

の ように,複 数の労働者 との間の契約に拡張す ることも考 えられる。 また,本 稿で扱 った情報の

不完全性 は,専 ら企業が労働者の努力水準 を観察ない しコン トロールで きない,と い う,労 働者

のモラルハザー ドの側面 である。モ ラルハザ ー ドだけで な く,企 業が労働者 のタイプ,と りわ

け,ε の値 を不完全 にしか知 らない場合 など,い わば逆選択 の原因 となる ような情報 の不完全性

を導入 した,よ り一般的なエー ジェ ンシー問題への拡張は,今 後の研究課題である。
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